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【手続補正書】
【提出日】平成20年6月18日(2008.6.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機ホールのパチンコ機用島設備に設置可能に方形枠状に形成された外枠の前側にヒ
ンジ機構によって開閉可能に装着された本体枠の略中央部には、前後両方向に開口部を有
して枠状をなす遊技ユニット装着部が設けられ、前記遊技ユニット装着部には、その前側
開口部から遊技に関する遊技装置を有する遊技ユニットが着脱交換可能に嵌込まれるとと
もに、その遊技ユニットの後部の少なくとも一部が前記遊技ユニット装着部の後側開口部
に露出して装着され、前記遊技ユニットに設けられた制御基板と、前記本体枠側に設けら
れた電気機器及び／又は回路基板とが接続線束によって接続されるように構成された遊技
機であって、
　前記遊技ユニットの後部には、同遊技ユニットの制御基板に接続されたユニット側コネ
クタが後方に向けて突出される一方、
　前記遊技ユニット装着部の後側開口部には、同後側開口部の一部を塞ぐようにして後塞
ぎ壁が設けられ、
　前記後塞ぎ壁の前側には、前記ユニット側コネクタに対向し、かつ前記本体枠側に設け
られた電気機器及び／又は回路基板に接続線束を介して接続される本体側コネクタが前方
に向けて突出され、
　前記遊技ユニット装着部の前側開口部から前記遊技ユニットが嵌込まれる動作によって
前記ユニット側コネクタと前記本体側コネクタとが接続されるように構成され、
　前記後塞ぎ壁と前記本体側コネクタとの間には前記接続線束が挿通される配線空間が設
けられていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技機であって、
　本体枠は、合成樹脂材によって一体成形され、
　後塞ぎ壁は、本体枠の遊技ユニット装着部の後側開口部の一部を塞ぐようにして前記本
体枠と一体成形されていることを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の遊技機であって、
　遊技ユニット装着部の後塞ぎ壁の前側には、同後塞ぎ壁と本体側コネクタとの間に接続
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線束の配線空間を隔てかつ同本体側コネクタを位置決めして支持するコネクタ支持体が設
けられていることを特徴とする遊技機。
【請求項４】
　請求項３に記載の遊技機であって、
　コネクタ支持体は、本体枠と別個に形成されて後塞ぎ壁の前側に配線空間を隔て取り付
けられ、
　前記コネクタ支持体には、その前面から本体側コネクタの前側部を突出させた状態で同
本体側コネクタの後側部が嵌込まれる貫通孔が形成され、
　前記本体側コネクタの後側部から接続線束が延出されてその接続線束が前記配線空間に
挿通される構成にしてあることを特徴とする遊技機。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】遊技機
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技機ホールのパチンコ機用島設備に設置可能なパチンコ機、スロットマ
シン等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機ホールのパチンコ機用島設備に設置可能な遊技機、例えば、パチンコ機、あるい
はパチンコ球を使用してスロット遊技（スロットマシンで行われる遊技に似た遊技のこと
をいう）を行う遊技機において、外枠の前側にヒンジ機構によって開閉可能に装着された
本体枠の略中央部には、前後両方向に開口部を有して枠状をなす遊技ユニット装着部が設
けられ、遊技ユニット装着部には、その前側開口部から遊技に関する遊技装置を有する遊
技ユニットが着脱交換可能に嵌込まれて装着される構造のものが知られている。
　このような形式の遊技機においては、遊技ユニットに設けられた制御基板と、本体枠側
に設けられた電気機器及び／又は回路基板とを接続線束（多数本の接続線）によって接続
するために、遊技ユニットの後部に制御基板が配置されるとともに、遊技ユニット装着部
の前側開口部から遊技ユニットが嵌込まれて装着されたときには、遊技ユニットの制御基
板を含む後部が遊技ユニット装着部の後側開口部から露出されるようになっている。
　そして、遊技ユニット装着部に遊技ユニットが装着された状態において、接続線束の一
方の端末コネクタが遊技ユニットの制御基板の基板コネクタに接続され、同接続線束の他
方の端末コネクタが本体枠側の電気機器のコネクタ及び／又は回路基板の基板コネクタに
接続されるようになっているのが一般的である。
　このため、遊技ユニットを着脱交換する度毎に、対をなすコネクタを接続したり外した
りしなければならず厄介であった。
　そこで、遊技ユニットとしての遊技盤の後面にコネクタが配置される一方、遊技盤を回
動可能に支持する基枠（本体枠に相当する）に、遊技盤のコネクタに対応するコネクタが
配置され、基枠に遊技盤を回動して閉じたときに前記対をなすコネクタが接続されるよう
に構成されたものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】実公平７－２７９６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　ところで、特許文献１に開示されたものにおいては、基枠に対し遊技盤を回動動作させ
ることで、対をなすコネクタが接続されたり外されるため、対をなすコネクタを手作業に
よって接続したり外したりする手間が不要となる。
　しかしながら、特許文献１に開示されたものにおいては、基枠に配置されるコネクタの
後部が基枠の後面から露出され、そのコネクタの後部から接続線束が延出されて電気機器
及び／又は回路基板に接続されるようになっている。
　このため、遊技機の後側において、コネクタや接続線束が露出され、その露出したコネ
クタや接続線束に対し不正基板が不測に接続されて不正行為を受け易い。例えば、不正基
板からの不正信号が本体枠（基枠に相当する）の払出制御基板に伝達されて球が不正に払
い出される不正行為を受け易いという問題点があった。
【０００５】
　この発明の目的は、前記問題点に鑑み、遊技ユニット装着部の前側開口部から遊技ユニ
ットを嵌込む動作によってユニット側コネクタと本体側コネクタとを接続することができ
るとともに、コネクタや接続線束に対する不正基板の接続等の不正行為を防止することが
できる遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、請求項１の発明に係る遊技機は、
「遊技機ホールのパチンコ機用島設備に設置可能に方形枠状に形成された外枠の前側にヒ
ンジ機構によって開閉可能に装着された本体枠の略中央部には、前後両方向に開口部を有
して枠状をなす遊技ユニット装着部が設けられ、前記遊技ユニット装着部には、その前側
開口部から遊技に関する遊技装置を有する遊技ユニットが着脱交換可能に嵌込まれるとと
もに、その遊技ユニットの後部の少なくとも一部が前記遊技ユニット装着部の後側開口部
に露出して装着され、前記遊技ユニットに設けられた制御基板と、前記本体枠側に設けら
れた電気機器及び／又は回路基板とが接続線束によって接続されるように構成された遊技
機であって、
　前記遊技ユニットの後部には、同遊技ユニットの制御基板に接続されたユニット側コネ
クタが後方に向けて突出される一方、
　前記遊技ユニット装着部の後側開口部には、同後側開口部の一部を塞ぐようにして後塞
ぎ壁が設けられ、
　前記後塞ぎ壁の前側には、前記ユニット側コネクタに対向し、かつ前記本体枠側に設け
られた電気機器及び／又は回路基板に接続線束を介して接続される本体側コネクタが前方
に向けて突出され、
　前記遊技ユニット装着部の前側開口部から前記遊技ユニットが嵌込まれる動作によって
前記ユニット側コネクタと前記本体側コネクタとが接続されるように構成され、
　前記後塞ぎ壁と前記本体側コネクタとの間には前記接続線束が挿通される配線空間が設
けられていることを特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【０００７】
　前記構成において、遊技ユニットの後部にユニット側コネクタが後方に向けて突出され
、そのユニット側コネクタに対向して本体枠の遊技ユニット装着部の後塞ぎ壁の前側に本
体側コネクタが前方に向けて突出されることで、遊技ユニット装着部の前側開口部から遊
技ユニットを嵌込む動作によってユニット側コネクタと本体側コネクタとを接続すること
ができる。
　これとは逆に、遊技ユニット装着部に対し遊技ユニットを前方に引き出して取り外す動
作によって、ユニット側コネクタと本体側コネクタとを外すことができる。
　このため、ユニット側コネクタと本体側コネクタとを手作業によって接続したり外した
りする手間が不要となる。
　特に、本体側コネクタは、遊技ユニット装着部の後側開口部の一部を塞ぐようにして設
けられた後塞ぎ壁の前側に設けられることで、後塞ぎ壁によって覆われるとともに、その
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後塞ぎ壁と本体側コネクタとの間に設けられた配線空間に本体側コネクタから延出された
接続線束が挿通される。
　このため、本体側コネクタの後側部やその本体側コネクタから延出された接続線束を後
塞ぎ壁によって覆って保護することができ、コネクタ部分や接続線束に対する不正基板の
接続等の不正行為を防止することができる。
【０００８】
　請求項２の発明に係る遊技機は、
「請求項１に記載の遊技機であって、
　本体枠は、合成樹脂材によって一体成形され、
　後塞ぎ壁は、本体枠の遊技ユニット装着部の後側開口部の一部を塞ぐようにして前記本
体枠と一体成形されていることを特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【０００９】
　前記構成において、後塞ぎ壁を本体枠と一体成形することで、コネクタ部分や接続線束
に対する不正基板の接続等の不正行為をより確実に防止することができる。
　仮に、本体枠と別体に後塞ぎ壁が形成されて本体枠の遊技ユニット装着部の後側開口部
にビス等によって取り付けられた場合に、上述の如く、後塞ぎ壁が接続線束を覆って保護
する効果を奏する。しかしながら、ドライバー等の工具を用いてビス等が取り外された場
合には、後塞ぎ壁が取り外された本体側コネクタの部分や接続線束に不正基板が接続され
て不正行為がなされることが想定される。
　これに対し、後塞ぎ壁を本体枠と一体成形することで後塞ぎ壁を取り外しを不能にでき
、コネクタ部分や接続線束に対する不正基板の接続等の困難性を高めて不正行為をより確
実に防止することができる。
【００１０】
　請求項３の発明に係る遊技機は、
「請求項１又は２に記載の遊技機であって、
　遊技ユニット装着部の後塞ぎ壁の前側には、同後塞ぎ壁と本体側コネクタとの間に接続
線束の配線空間を隔てかつ同本体側コネクタを位置決めして支持するコネクタ支持体が設
けられていることを特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【００１１】
　前記構成において、遊技ユニット装着部の後塞ぎ壁の前側にコネクタ支持体を設ける極
めて簡単な構造によって、後塞ぎ壁と本体側コネクタとの間に接続線束の配線空間を設け
ることができるとともに、本体側コネクタを位置決めして支持することができる。
【００１２】
　請求項４の発明に係る遊技機は、
「請求項３に記載の遊技機であって、
　コネクタ支持体は、本体枠と別個に形成されて後塞ぎ壁の前側に配線空間を隔て取り付
けられ、
　前記コネクタ支持体には、その前面から本体側コネクタの前側部を突出させた状態で同
本体側コネクタの後側部が嵌込まれる貫通孔が形成され、
　前記本体側コネクタの後側部から接続線束が延出されてその接続線束が前記配線空間に
挿通される構成にしてあることを特徴とする遊技機。」
を要旨とする。
【００１３】
　前記構成において、後塞ぎ壁にコネクタ支持体を取り付ける前に、コネクタ支持体の貫
通孔に本体側コネクタの後側部を嵌込むとともに、そのコネクタ支持体の前面から本体側
コネクタの前側部を突出させて取り付けることができる。
　そして、本体側コネクタの後側部から接続線束を延出させた状態で、後塞ぎ壁の前側に
配線空間を隔てコネクタ支持体を取り付けることによって、配線空間に対する接続線束の
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配線を自動的に行うことができるとともに、後塞ぎ壁の前側に対する本体側コネクタの取
り付けを容易化することができる。
　特に、後塞ぎ壁の前側に複数の本体側コネクタを取り付ける場合に効果が大きい。
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
【００２１】
【００２２】
【００２３】
【００２４】
【００２５】
【発明の効果】
【００２６】
　この発明によれば、遊技ユニット装着部の前側開口部から遊技ユニットを嵌込む動作に
よってユニット側コネクタと本体側コネクタとを接続することができ、これとは逆に、遊
技ユニット装着部に対し遊技ユニットを前方に引き出して取り外す動作によって、ユニッ
ト側コネクタと本体側コネクタとを外すことができるため、ユニット側コネクタと本体側
コネクタとを手作業によって接続したり外したりする手間が不要となる。
　特に、本体側コネクタの後部やその本体側コネクタから延出される接続線束を覆って保
護する後塞ぎ壁によって、コネクタ部分や接続線束に対する不正基板の接続等の不正行為
を良好に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　次に、この発明を実施するための最良の形態について、実施例にしたがって説明する。
【実施例】
【００２８】
　図１はこの発明の実施例に係る遊技機を前方から示す斜視図である。図２は外枠に対し
本体枠が開放された状態を前方から示す斜視図である。図３は本体枠に対し開閉扉が開放
された状態を前方から示す斜視図である。図４は遊技機の正面図である。図５は遊技機の
背面図である。図６は遊技機の側面図である。図７は球取込装置を示す斜視図である。図
８は球取込装置の正断面面である。図９は本体枠の遊技ユニット装着部に遊技ユニットが
装着された状態を前方から示す斜視図である。図１０は本体枠の遊技ユニット装着部に遊
技ユニットが装着された状態を後方から示す斜視図である。図１１は本体枠を前方から示
す斜視図である。図１２は本体枠を後方から示す斜視図である。図１３は遊技ユニットの
構成品を分離して示す斜視図である。図１４は遊技ユニットの機械式図柄回転装置と電気
式表示装置の装着状態を後方から示す斜視図である。図１５は遊技ユニットの機械式図柄
回転装置と制御基板ボックスとが収納ボックスによって一括的に収納された状態を後方か
ら示す斜視図である。図１６は本体枠の遊技ユニット装着部に遊技ユニットが装着された
状態を示す側断面図である。図１７は本体枠の遊技ユニット装着部に遊技ユニットが装着
された状態を示す平断面図である。図１８は本体枠の後塞ぎ壁の前側に取り付けられるコ
ネクタ支持体にコネクタが配置された状態を示す正面図である。図１９は図１８のＸＩＸ
－ＸＩＸ線に基づく平断面図である。図２０は第１、第２接続線束が本体枠の配線孔の後
側から挿通された状態を示す背面図である。図２１は第３接続線束の端末コネクタが払出
制御基板の基板コネクタに接続された状態を示す背面図である。図２２は本体枠と遊技ユ
ニットの配線接続を示すブロック図である。なお、説明の便宜上、遊技機において遊技者
側を前反対側を後という。
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【００２９】
［遊技機の概要について］
　図１～図３に示すように、遊技機は、外枠１０、開閉扉２１、本体枠７０、遊技ユニッ
ト１００等を備えている。
　外枠１０は、遊技機ホールのパチンコ機用島設備に設置可能に方形枠状に形成され、そ
の下部前面には、本体枠７０の下面を受ける受け板１５が一体状に設けられている。なお
、外枠１０は、遊技機ホールのパチンコ機用島設備に設置される通常のパチンコ機に採用
されている外枠と略同じ大きさの外郭寸法及び奥行き寸法に設定されており、通常のパチ
ンコ機に採用されている外枠を用いることもできる。
【００３０】
　図１と図２に示すように、外枠１０の前側には、その片側の上下部に配設された本体ヒ
ンジ機構６０によって本体枠７０が開閉可能に装着されている。
　この実施例において、本体ヒンジ機構６０は、外枠１０に対し本体枠７０を、その開閉
支点を左右方向に変化させ、かつ本体枠７０を前方に向けて所定量だけ突出させながら開
放するように、外枠１０側ヒンジ部材と、本体枠７０側のヒンジ部材とに両端部がピンと
スライド溝によって回動及びスライド可能に連結された支持アーム６１を備えたスライド
ヒンジ機構によって構成されている。
【００３１】
［開閉扉について］
　図３に示すように、本体枠７０の前側には、その本体ヒンジ機構６０寄り部分に配置さ
れた扉ヒンジ機構２０によって開閉扉２１が開閉可能に装着されている。
　開閉扉２１の略中央部には、後述する遊技ユニット１００の機械式図柄回転装置１１０
の複数の図柄表示回転体１１１の前側部をガラス板、透明樹脂板等の透明な窓板を透して
透視可能な主開口窓２３が形成されている。
　また、開閉扉２１の上部には、後述する遊技ユニット１００の電気式表示装置１３０の
電気式表示器１３１の表示面を、ガラス板、透明樹脂板等の透明な窓板を透して透視可能
な副開口窓２４が形成されている。
【００３２】
　図１に示すように、開閉扉２１の前側下部には、主開口窓２３の下方に位置して、操作
部設置台２２が前方に向けて突出され、その操作部設置台２２の上面には球投入ボタン（
マックスベッドボタンすなわち最大賭け数設定ボタン）４０が手動操作可能に設けられ、
同操作部設置台２２の前面には、始動レバー４１、第１ストップボタン４２、第２ストッ
プボタン４３、第３ストップボタン４４等がそれぞれ操作可能に設けられている。
　また、操作部設置台２２の側部（図１に向かって左側部）には、隣接する遊技機の間に
設置される球貸機２００の球放出樋２０１の放出口から放出されるパチンコ球を受け入れ
る球受入口２５が設けられている。
　また、開閉扉２１の前側には、その操作部設置台２２の下方位置して球受け皿２６が設
けられている。
【００３３】
　図３に示すように、開閉扉２１の後側には、球受入口２５の後側開口部２５ａ及び球受
け皿２６の後側開口部２６ａに連通する連絡通路する連絡通路部材２９が設置され、この
連絡通路部材２９には、後述する球払出装置１６６の払出口と球受け皿２６の後側開口部
２６ａと連通しかつ多量のパチンコ球を貯留可能な球貯留部兼用の連絡通路が形成される
ようになっている。
　そして、球受け皿２６と連絡通路部材２９には、球貸機２００の球放出樋２０１から放
出された貸し球としてのパチンコ球と、球払出装置１６６から払い出された賞球としての
パチンコ球とが保留されるようになっている。
　また、図１と図７に示すように、球受け皿２６には、パチンコ球Ｂを前後二列に整列さ
せて次に述べる球取込装置３０に供給するための前後二列の球整列路２８が仕切り壁２８
ａによって区画形成されている。
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【００３４】
［開閉扉の球取込装置について］
　図３に示すように、開閉扉２１の下部領域の内部には、球受け皿２６の球整列路２８の
パチンコ球を、球投入ボタン４０の手動操作に基づいて作動する球取込用モータ３５を駆
動源とする球取込装置３０が設けられている。
　図７と図８に示すように、球取込装置３０は、球受け皿２６の前後二列の球整列路２８
にそれぞれ個別に連通する前後二列の球取込路３２を区画形成する複数の球通路構成体３
１と、前後二列の球取込路３２内のパチンコ球Ｂを一方向の回転動作によって取り込むス
プロケット状の前後の両球取込回転体３３と、これら両球取込回転体３３によって取り込
まれたパチンコ球Ｂをそれぞれ個別に検出する前後二つの球検出器３６とを備えて構成さ
れている。さらに、前後の両球取込回転体３３は、同一の球取込用モータ３５によって駆
動される駆動軸上に設けられている。
【００３５】
　すなわち、球投入ボタン４０の手動操作に基づいて球取込用モータ３５が作動され、駆
動軸と共に、前後の両球取込回転体３３が一方向に回転駆動されることで、前後二列の球
取込路３２内のパチンコ球Ｂが取り込まれる。その後、前後二つの球検出器３６によって
検出されたパチンコ球Ｂの合計の数が、賭け数に応じたパチンコ球Ｂの数に達して取り込
まれたことを条件として、球取込用モータ３５が停止される。ここで、始動レバー１４１
を手動操作することで、後述する機械式図柄回転装置１１０の複数の図柄表示回転体１１
１がそれぞれ回転するようになっている。
　なお、球取込装置３０の前後二つの球検出器３６を通過したパチンコ球Ｂは図示しない
排出誘導路を有する誘導筒に誘導されて機外に排出され、パチンコ機用島設備に設置され
た球回収通路に導かれるようになっている。
【００３６】
　また、この実施例において、図７と図８に示すように、球取込装置３０の複数の球通路
構成体３１の内部には、前後の両球取込回転体３３の上流側に位置する前後二列の球取込
路３２の部分に連通可能な球抜き通路３７が形成されている。その球抜き通路３７の球流
入口には、常には、ばね３８によって閉じ位置に配置保持される通路開閉部材３９が配設
されている。
　また、通路開閉部材３９は、遊技機の前側から遊技者が手動操作できるように連動部３
９ａが設けられている。そして、遊技者の手動操作によって、連動部３９ｂを介して通路
開閉部材３９がばね３８の弾発力に抗して開放位置までスライドされることで、球受け皿
２６内のパチンコ球Ｂが、前後二列の球整列路２８、前後二列の球取込路３２を経て球抜
き通路３７に自重によって流れるようになっている。
【００３７】
　また、この実施例において、通路開閉部材３９が開放位置に配置されたときには、その
通路開閉部材３９を検出する検出器（図示しない）の信号によって球取込用モータ３５が
作動（逆転）される。そして、前後の両球取込回転体３３が球取込方向とは反対方向に回
転駆動されることで、前後の両球取込回転体３３上に保留されているパチンコ球Ｂが球抜
き通路３７に放出されるようになっている。
　なお、球抜き通路３７の下端出口は、開閉扉２１の下端部に設けられた球通路（図示し
ない）に連通している。そして、球抜き通路３７の下端出口から開閉扉２１の下端部の球
通路を通過したパチンコ球Ｂは、パチンコ機用島設備の受け棚上に載置された球貯留箱（
ドル箱とも呼ばれる）に受けられるようになっている。
【００３８】
　また、この実施例において、球取込装置３０の球取込路３２を流れるパチンコ球Ｂを遊
技機の前側から遊技者が視認できるように、球取込装置３０の球通路構成体３１及びその
球通路構成体３１に対面する開閉扉２１の部分が透明な合成樹脂材によって形成されたり
、あるいは透視孔が形成される。
【００３９】
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　また、この実施例において、図３に示すように、開閉扉２１には、その主開口窓２３及
び副開口窓２４の周囲を取り囲むようにして、装飾ランプ、各種の表示ランプ等を有する
ランプ基板３７、トップランプ基板３９や左右のスピーカ（例えば、高中音用スピーカ）
３８等が配置されている。
　また、開閉扉２１の下部のヒンジ側角部には、ランプ基板３７、トップランプ基板３９
や左右のスピーカ３８等が電気的に接続される扉装飾駆動基板４７が設置されている。
　また、開閉扉２１の下部の略中央部には、球投入ボタン４０、始動レバー４１、第１～
第３ストップボタン４２～４４、球取込装置３０の球取込用モータ３５等が電気的に接続
される操作中継基板４８が設置されている（図２２参照）。
　さらに、開閉扉２１の前側には、球貸機２００に対する貸球ボタン、返却ボタン、精算
ボタン（図示しない）等が配設されている。
【００４０】
［施錠装置について］
　図２、図３、図９及び図１０に示すように、本体枠７０の後面には、その本体ヒンジ機
構６０とは反対側の自由端寄り部分において、外枠１０に対する本体枠７０の施錠と、本
体枠７０に対する開閉扉２１の施錠を行う施錠装置５０の取付基板５０ａが取り付けられ
いる。
　この施錠装置５０は、取付基板５０ａに組み付けられたシリンダ錠５１と、取付基板５
０ａに上下動可能に組み付けられた本体枠施錠部材５４と、扉施錠部材（図示しない）と
、シリンダ錠５１の鍵孔に鍵が挿入された状態で正逆方向（左右方向）に回動可能に組み
付けられた解錠部材５３とを備えている。
　そして、本体枠施錠部材５４には、外枠１０の前側に本体枠７０が閉じられたときに、
外枠１０の自由端側の側枠に取り付けられた閉止具５６に係脱可能に係合して本体枠７０
を閉じ状態に施錠する上下複数の本体枠施錠フック５５が設けられている。また、扉施錠
部材（図示しない）には本体枠７０の後面から前面に開口する孔に向けて嵌挿され、本体
枠７０の前側に開閉扉２１が閉じられたときに、その開閉扉２１の後面に固定された閉止
具５９に係脱可能に係合して開閉扉２１を閉じ状態に施錠する上下複数の扉施錠フック５
８が設けられている。
　また、シリンダ錠５１は、開閉扉２１の自由端寄り部分に設けられた筒部２９を貫通し
てその筒部２９の前側開口部に露出されている。
【００４１】
［本体枠について］
　図９～図１２に示すように、本体枠７０は、前枠部７１及び遊技ユニット装着部８０を
備え、かつ合成樹脂材によって一体に形成（一体成形）されている。
　また、合成樹脂製の本体枠７０の前枠部７１は、外枠１０の外郭形状（受け板１５を除
く外郭形状）と略同じ大きさの枠状に形成され、その前枠部７１の略中央部には、後述す
る遊技ユニット１００の収納ボックス１５０に対応する遊技ユニット装着部８０が一体成
形されている。
　遊技ユニット装着部８０は、遊技ユニット１００が、その収納ボックス１５０において
前方から嵌込まれて着脱可能に装着される略四角形の枠形状をなし、かつパチンコ機用島
設備に設置可能な奥行き寸法の範囲内で後方に向けて大きく突出して一体成形されている
。この遊技ユニット装着部８０の奥行き寸法は、図１６に示すように、概ね図柄表示回転
体１１１の直径寸法の３／４程度であるが、少なくとも、図柄表示回転体１１１の直径寸
法の半分を越える寸法に一体成形することにより、遊技ユニット１００の重心を受けて遊
技ユニット１００を安定よく保持できるようになっている。ちなみに、パチンコ機用島設
備に設置可能な奥行き寸法は、外枠１０の前端から後方に略１７０ｍｍ程度隔てた寸法で
ある。
　また、遊技ユニット装着部８０の下部は、遊技ユニット１００の収納ボックス１５０の
下部の段差形状に対応して段差形状に形成されている。
【００４２】
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　図１２と図１６に示すように、遊技ユニット装着部８０の底板部８５の後端部（奥側端
部）には、遊技ユニット１００の収納ボックス１５０の後壁１５１下部に接近あるいは当
接するストッパ部９０が突設されている。
　また、図９と図１１に示すように、遊技ユニット装着部８０の前端部の上下部には、同
遊技ユニット装着部８０の開口窓に嵌込まれる遊技ユニット１００の収納ボックス１５０
の前端縁上下部に係脱可能に係合して、遊技ユニット装着部８０内に遊技ユニット１００
を保持するための留め具９５が取付ねじを中心として回動可能に組み付けれている。
　すなわち、留め具９５は、その取付ねじに対するボス部と、そのボス部から突出されか
つ指先が挿入可能な操作部と、遊技ユニット１００の収納ボックス１５０の前端縁を係脱
可能に係止する係止部とを一体に備えている。そして、係止部が非係止位置に配置された
状態で、遊技ユニット装着部８０の前側開口部から遊技ユニット１００の収納ボックス１
５０が嵌込まれた後、留め具９５が略９０度回動操作されて係止位置に配置されることで
、その係止部が遊技ユニット１００の収納ボックス１５０の前端縁を係止するようになっ
ている。
【００４３】
［本体枠の後構成について］
　図１０と図１２に示すように、本体枠７０の後側の上部には、パチンコ機用島設備のパ
チンコ球供給口から供給されるパチンコ球を受けてそのパチンコ球を貯留する上方に開口
する箱形状の球タンク１６１と、その球タンク１６１から放出されるパチンコ球を受けて
そのパチンコ球を図１０に向かって右側に流す傾斜状のレール通路を構成するタンクレー
ルとしてのタンクレール構成部材１６３が装着されている。
【００４４】
　図５に示すように、本体枠７０の後側の遊技ユニット装着部８０の片側（図１２に向か
って左側）には、縦長状にユニット化された球払出装置１６６が装着されている。この球
払出装置１６６は、タンクレール構成部材１６３によって構成されたタンクレールの前後
二列のレール通路の下流端に連通する前後二列の球通路１６６ａと、電動駆動部材として
の払出モータ（図示しない）と、その払出モータを駆動源として前後二列の球通路１６６
ａのパチンコ球を連絡通路部材２９の連絡通路を経て球受け皿２６に払い出す球払出部材
（回転体）１６６ｃとが複数又は単数の通路構成体に組み付けられて一つにユニット化さ
れている。
【００４５】
［本体枠の下部領域の基板ボックス及び低音用スピーカについて］
　図１０と図１２に示すように、遊技ユニット装着部８０の下方に位置する本体枠７０の
下部領域の後側には、電源基板１８２が収納された電源基板ボックス１８１と、払出制御
基板１８７が収納された払出制御基板ボックス１８６とが左右に所定間隔を隔てて適宜の
装着手段によってそれぞれ装着されている。
　また、図１２に示すように、本体枠７０の下部領域には、払出制御基板ボックス１８６
が装着される部分におおいて次に述べる第１接続線束９２ａと第２接続線束９３ａとが後
側から前側に向けて挿通可能な配線孔７５が貫設されている。
　また、図１２に示すように、本体枠７０の左右方向略中央部には、同本体枠７０の前面
から後方に向かって延びて前方に開口する箱形状のスピーカボックス１７５が一体成形さ
れ、そのスピーカボックス１７５の前側開口部には、開口部を塞ぐようにしてスピーカ取
付板１９０を介して低音スピーカ１９５が装着されている（図９参照）。
【００４６】
［本体枠の遊技ユニット装着部の後塞ぎ壁について］
　図１０～図１２に示すように、遊技ユニット装着部８０の後側開口部には、その後側開
口部の一部（上部）を塞ぎ、かつ遊技ユニット１００の後方のストッパ部としても機能す
る後塞ぎ壁８７が本体枠７０と一体成形されている。
　図１１に示すように、後塞ぎ壁８７の前側の左右両側部及び中間部には、開閉扉２１を
含む本体枠７０側の電気機器及び／又は回路基板と、遊技ユニット１００の制御基板とし
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ての主制御基板１２１及び／又は周辺制御基板１２６とを電気的に接続するための、本体
側コネクタとしての第１、第２及び第３コネクタ９２、９３、９５が、コネクタ支持体９
１によって位置決めされて支持された状態で前方に向けて突出されている。
【００４７】
　この実施例において、図１１、図１８及び図１９に示すように、コネクタ支持体９１は
、本体枠７０と別体でかつ横長の板状に形成され、後塞ぎ壁８７の前側（内壁面）に突設
された複数ボス部９０にビス９０ａ等によって装着されている。
　このコネクタ支持体９１の左右部及び中間部には、横長の貫通孔９１ａ、９１ｂ、９１
ｃが貫設されている。
　また、コネクタ支持体９１の前面の左右部には、第１コネクタ９２と第２コネクタ９３
とがこれらコネクタの前後方向略中央部に突出されたフランジ部においてビス等によって
取り付けられている。
　すなわち、第１コネクタ９２と第２コネクタ９３は、そのフランジ部の後方の各後側部
が貫通孔９１ａ、９１ｂに嵌込まれて位置決めされた状態で、コネクタ支持体９１の前面
に取り付けられることで、その各前側部が前方に向けて突出される。
　そして、第１コネクタ９２の後側部から延出された第１接続線束９２ａが後塞ぎ壁８７
の前側と第１コネクタ９２との間の配線空間に配線され、第２コネクタ９３の後側部から
延出された第２接続線束９３ａが後塞ぎ壁８７の前側と第１コネクタ９２との間の配線空
間に配線されるようになっている。
【００４８】
　図１８と図１９に示すように、コネクタ支持体９１の後面の中間部には、外部情報・払
出中継基板９４が位置決めされた状態でビス等によって取り付けられている。
　この外部情報・払出中継基板９４の前面には、第３コネクタ９５が貫通孔９１ｃに挿通
されて前方に向けて突出されている。
　外部情報・払出中継基板９４の後面の下部には、左右２つの基板コネクタ９６、９７が
配置され、これら基板コネクタ９６、９７からそれぞれ延出された第３接続線束９６ａと
第４接続線束９７ａは、後塞ぎ壁８７の前側と外部情報・払出中継基板９４との間の配線
空間に配線されている。
【００４９】
　すなわち、この実施例において、後塞ぎ壁８７にコネクタ支持体９１を取り付ける前に
、コネクタ支持体９１に、第１、第２コネクタ９２、９３及び外部情報・払出中継基板９
４の第３コネクタ９５が位置決めされて取り付けられる。これによって、第１、第２コネ
クタ９２、９３の前側部がコネクタ支持体９１の前面から前方に向けて突出されるととも
に、外部情報・払出中継基板９４の第３コネクタ９５の前側部がコネクタ支持体９１の前
面から前方に向けて突出されるようになっている。
　そして、コネクタ支持体９１は、第１、第２コネクタ９２、９３と、第３コネクタ９５
を有する外部情報・払出中継基板９４が装着された状態で、後塞ぎ壁８７の前側（内壁面
）に突設された複数のボス部９０にビス９０ａ等によって取り付けられている。
【００５０】
　図２０に示すように、第１、第２コネクタ９２、９３から延出された第１、第２接続線
束９２ａ、９３ａは、本体枠７０の下部領域の配線孔７５の後側から前側に向けて挿通さ
れる。そして、図３に示すように、第１接続線束９２ａの端末コネクタ９２ｂは、開閉扉
２１の扉装飾駆動基板４７のコネクタ接続部に接続され、第２接続線束９３ａの端末コネ
クタ９３ｂは、開閉扉２１の操作中継基板４８のコネクタ接続部に接続されるようになっ
ている。
　また、図２１に示すように、外部情報・払出中継基板９４の基板コネクタ９６から延出
された第３接続線束９６ａの端末コネクタ９６ｂは、本体枠７０の下部領域に形成された
配線孔９５を覆って払出制御基板１８７が装着された後、その払出制御基板１８７の基板
コネクタ８７ａに接続される。また、外部情報・払出中継基板９４の基板コネクタ９７か
ら延出された第４接続線束９７ａの端末コネクタ９７ｂは、外部端子基板１５７のコネク
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タ接続部に接続されるようになっている。
　なお、外部端子基板１５７は、主制御基板１２１及び払出制御基板１８７から外部情報
・払出中継基板９４を介して伝達される球取込信号、払出信号、当たり信号等を外部に出
力するものであり、遊技ユニット１００の収納ボックス１５０の後壁面上角部に設置され
ており、遊技ユニット装着部８０の後塞ぎ壁８７の上角部には、外部端子基板１５７を後
方に露出させる開口孔が形成されている。
【００５１】
　また、この実施例において、第１～第４接続線束９２ａ、９３ａ、９６ａ、９７ａは、
複数（多数）の接続線が並列されて扁平に連結されたフラットケーブルによって構成され
ている。
　また、この実施例において、後塞ぎ壁８７のコネクタ支持体９１の左右両端から外側に
外れた左右両端部において、その後塞ぎ壁８７の後面から前方に向けて左右一対をなす有
底筒状の凹部８８が形成され、その凹部８８の底面には、遊技ユニット１００の後上部に
収納された中継基板ケース１４０の留め具１４８の操作部１４９が挿脱可能に貫挿され、
かつこれら留め具１４８の操作部１４９に係脱可能に係合する係止孔が貫設されている。
【００５２】
［遊技ユニットの概要について］
　図１３～図１７に示すように、遊技ユニット装着部８０の前側から嵌込まれて装着され
る遊技ユニット１００は、機械式図柄回転装置１１０、電気式表示装置１３０、主制御基
板１２１を有する主制御基板ボックス１２０、周辺制御基板１２６を有する周辺制御基板
ボックス１２５、中継基板ケース１４０及び収納ボックス１５０を備え、かつ一つにユニ
ット化されて構成されている。
【００５３】
［遊技ユニットの機械式図柄回転装置について］
　図１４と図１６に示すように、機械式図柄回転装置１１０は、金属板等の剛性を有する
部材によって前方に開口する略方形箱形に形成された回転体収納フレーム１０２と、その
回転体収納フレーム１０２の内部に横方向の軸回りに回転可能に収納された状態で横方向
に配列された複数（例えば、３つの）の円形リールよりなる図柄表示回転体１１１によっ
て構成されている。
　また、円形リールよりなる図柄表示回転体１１１は、耐久性に優れる合成樹脂製あるい
は軽金属製の円形リール体（例えば、直径２１５ｍｍ）の外周面に数字、図柄、模様等の
抽選図柄が表示されて構成されている。そして、複数の図柄表示回転体１１１の前部外周
部分が、回転体収納フレーム１０２の前側に露出するとともに、開閉扉２１の主開口窓２
３に望んでおり、遊技者は、開閉扉２１の主開口窓２３を透して複数の図柄表示回転体１
１１の前側部分が視認可能となっている。
【００５４】
　また、複数の図柄表示回転体１１１は、それぞれ別個の駆動モータ（図示しないが回転
体収納フレーム１０２内に配設されている）を駆動源とし、かつ主制御基板ボックス１２
０内の主制御基板１２１によって回転制御されるようになっている。
　すなわち、複数の図柄表示回転体１１１は、遊技機の前側（開閉扉２１）に設けられた
球投入ボタン（ベッドボタン）４０が操作されて所定数のパチンコ球Ｂが取り込まれたこ
とを条件として、始動レバー４１が操作されることで複数の図柄表示回転体１１１がそれ
ぞれの駆動モータによって回転駆動される。その後、複数の図柄表示回転体１１１にそれ
ぞれ対応する第１～第３のストップボタン４２、４３、４４が操作されることで、複数の
図柄表示回転体１１１の回転が停止するようになっている。
　また、開閉扉２１の主開口窓２３を透して視認されかつ複数の図柄表示回転体１１１の
表示面にそれぞれ個別に表示された各図柄（３つの図柄）の列が所定の当たり図柄列を表
示して停止したときには、所定数の球が球払出装置１６６によって球受け皿２６に払い出
さるようになっている。
　なお、図１４に示すように、回転体収納フレーム１０２の後壁板１０３には、スリット
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状をなす多数の放熱孔１０４が貫設されている。
【００５５】
［遊技ユニットの電気式表示装置について］
　図１４と図１６に示すように、回転体収納フレーム１０２の上面には、回転体収納フレ
ーム１０２と略同じ幅寸法（左右方向の幅寸法）を有して断面略Ｌ字状に形成された支持
フレーム１０５が、その下部の取付基板１０５ａにおいて固定されている。支持フレーム
１０５の略垂直に立ち上がる垂直板１０５ｂの前側には、機械式図柄回転装置１１０の制
御を含む遊技全般の制御を行うための主制御基板１２１が収納された主制御基板ボックス
１２０が略垂直状態（縦置きの状態）をなして装着されている。
【００５６】
　また、図１４と図１６に示すように、支持フレーム１０５の垂直板１０５ｂの一側部の
上下部にはブラケット１０６が前方に向けて張り出され、これら上下のブラケット１０６
の間には、遊技演出、図柄変動表示等に関する表示を電気的に行う電気式表示装置１３０
が装着されている。
　電気式表示装置１３０は、比較的大型、例えば、機械式図柄回転装置１１０の幅寸法と
略同じ、あるいは１／２以上の幅寸法を有する大型の電気式表示器（例えば、液晶表示器
、プラズマ表示器、ＥＬ表示器等）１３１と、その表示制御基板１３３が収納された表示
制御基板ボックス１３２とを一体状に備えてユニット化されている。
【００５７】
　また、この実施例において、電気式表示装置１３０は、支持フレーム１０５の上下のブ
ラケット１０６の間に、垂直方向のヒンジピン１０７を支点として水平回動可能に装着さ
れている。
　さらに、電気式表示装置１３０は、常には、ばね等の附勢手段によって前方に向けて附
勢され、その電気式表示器１３１の自由端部前側が開閉扉２１の副開口窓２４の後側開口
縁に当接した状態で、同開閉扉２１に追従して回動されるようになっている。
　そして、開閉扉２１が閉じられた状態にあるときには、電気式表示装置１３０が開閉扉
２１の後側に当接して所定の表示姿勢に保たれるようになっている。
　また、開閉扉２１が開かれるときには電気式表示装置１３０がばね等の附勢手段によっ
て開閉扉２１に追従しかつヒンジピン１０７を中心として前方に回動されることで、遊技
機の前方から主制御基板ボックス１２０が前側全体が視認可能となっている。
　なお、遊技ユニット１００を一つのユニットとして単体で取り扱う際には、電気式表示
装置１３０は、ロック手段（図示しない）によって支持フレーム１０５の垂直板１０５ｂ
に略平行するロック位置にロックされ、本体枠７０の遊技ユニット装着部８０に装着され
た後、ロック手段がロック解除されるようになっている。これによって、遊技ユニット１
００を単体として容易に取り扱うことができるようになっている。すなわち、電気式表示
装置１３０が前方に突出して取り扱いの妨害物となる不具合を解消するようになっている
。
【００５８】
［遊技ユニットの収納ボックスについて］
　図１５～図１７に示すように、遊技ユニット１００の収納ボックス１５０は、回転体収
納フレーム１０２を含む機械式図柄回転装置１１０、主制御基板ボックス１２０、周辺制
御基板ボックス１２５及び中継基板ケース１４０を一括的に収納して保護するものであり
、合成樹脂材によって前方に開口する箱形状に形成されるとともに、本体枠７０の遊技ユ
ニット装着部８０の前側から着脱可能に嵌込まれる大きさ及び形状に形成されている。
　この実施例において、収納ボックス１５０は、その外郭形状が角張った形状に形成され
ている。すなわち、図１３と図１５に示すように、収納ボックス１５０は、上部の左右両
側部の前側には外側に向けて張り出す張出部１５０ａ、１５０ｂが形成され、下部が図１
３に向かって左側が高く右側が低い段差状に形成されている。
　また、収納ボックス１５０は、本体枠７０の遊技ユニット装着部８０の前側から嵌込ま
れる際、遊技ユニット装着部８０の内壁面に突設された前後方向に延びる複数の案内リブ



(13) JP 2007-29438 A5 2008.8.7

８０ａ、８０ｂに接して収納ボックス１５０の外側面が嵌込み案内されるようになってい
る。
　そして、本体枠７０の遊技ユニット装着部８０に収納ボックス１５０が嵌込まれたとき
には、収納ボックス１５０の上部の張出部１５０ａ、１５０ｂの外側面が遊技ユニット装
着部８０の上部の内壁面の複数の案内リブ８０ａの突出端又は内壁面に接近あるいは当接
するとともに、下部の段差部の両外側面が遊技ユニット装着部８０の下部の複数の案内リ
ブ８０ａ、８０ｂに接近あるいは当接した状態において、同収納ボックス１５０の下部の
上段下壁部１５３と下段下壁部１５５の下面が、遊技ユニット装着部８０の段差状の底板
部に受承される。これによって、遊技ユニット装着部８０に収納ボックス１５０が位置決
めされた状態で安定よく装着されるようになっている。
　また、収納ボックス１５０の後壁１５１には、回転体収納フレーム１０２の後壁板１０
３を露出させる放熱用の後開口窓１５２が貫設されている。
【００５９】
　図１６に示すように、収納ボックス１５０の上段下壁部１５３上には、回転体収納フレ
ーム１０２の下面に取り付けられた下ベース板１０１ａが略水平状に載置され、その下ベ
ース板１０１ａの前端の取付片１０１ｂがビスによって締め付けられることで、収納ボッ
クス１５０に回転体収納フレーム１０２が固定され、その回転体収納フレーム１０２の後
壁板１０３が、収納ボックス１５０の後開口窓１５２から僅かに突出された状態で露出さ
れるようになっている。
　さらに、図１５と図１６に示すように、収納ボックス１５０に機械式図柄回転装置１１
０がその回転体収納フレーム１０２の下ベース板１０１ａにおいて固定された状態におい
て、電気式表示装置１３０が収納ボックス１５０の前側上部に露出されるようになってい
る。
【００６０】
　また、この実施例において、図１６に示すように、収納ボックス１５０内には、回転体
収納フレーム１０２の下ベース板１０１ａと下段下壁部１５５との間の空間部を基板ボッ
クス格納部として利用し、その基板ボックス格納部には周辺制御基板ボックス１２５が収
納され、適宜の固定手段によって収納状態に保持されるようになっている。
　周辺制御基板ボックス１２５には、電気式表示装置１３０を制御するとともに、遊技機
の所定位置に配設された左右のスピーカ３８及び低音スピーカ１９５を作動制御したり、
ランプ、ＬＥＤ等のランプ基板３７、トップランプ基板３９を点滅制御する周辺制御基板
１２６が収納されている。
【００６１】
　図１５に示すように、収納ボックス１５０の後側には、その中継基板ケース１４０に対
応する基板ケース格納部が形成され、その基板ケース格納部の後方から中継基板ケース１
４０が嵌込まれて装着されるようになっている。
　図に示すように、中継基板ケース１４０には、周辺制御基板１２６と扉装飾駆動基板４
７とを電気的に接続するための周辺中継基板１４２と、主制御基板１２１と操作中継基板
４８及び外部情報・払出中継基板９４とを電気的に接続するための主中継基板１４１とが
それぞれ収納されている。
　また、周辺中継基板１４２には、前記した本体枠側コネクタとしての第１コネクタ９２
に接続可能な第１コネクタ１４３が、中継基板ケース１４０後端面から後方に突出して配
置されている。
　また、主中継基板１４１には、前記した本体枠側コネクタとしての第２コネクタ９３に
接続可能な第２コネクタ１４４が中継基板ケース１４０後端面から後方に突出して配置さ
れている。
　さらに、主中継基板１４１には、前記した本体枠側コネクタとして外部情報・払出中継
基板９４の第３コネクタ９５に接続可能な第３コネクタ１４５が中継基板ケース１４０後
端面から後方に突出して配置されている。
　そして、遊技ユニット装着部８０の前側開口部から遊技ユニット１００の収納ボックス
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１５０が嵌込まれる動作によって、ユニット側の第１コネクタ１４３、第２コネクタ１４
４及び第３コネクタ１４５と、本体側の第１コネクタ９２、第２コネクタ９３及び第３コ
ネクタ９５とがそれぞれ接続されるようになっている（図１９参照）。
　また、この実施例において、中継基板ケース１４０の後面の左右両端部寄り部分には、
本体枠７０の後塞ぎ壁８７の凹部８８の係止孔に係脱可能に挿入されかつ後端部に蝶ナッ
ト状の操作部１４９を有する留め具１４８が後方に向けて突出されている。
【００６２】
　また、この実施例において、図１０に示すように、遊技ユニット装着部８０に遊技ユニ
ット１００が装着された状態において、収納ボックス１５０の後壁１５１は、遊技ユニッ
ト装着部８０の後端と略同一面をなしてその後側開口部に露出されている。
　図２、図５及び図１０に示すように、遊技ユニット装着部８０の後側開口部には、その
後側開口部を後塞ぎ壁８７と協働して塞ぐ後カバー体１５８が遊技ユニット装着部８０の
後塞ぎ壁８７と略同一面をなして着脱可能に装着されている。
　この実施例において、後カバー体１５８は、後壁と周壁とを有して四角形の薄箱状に形
成され、その周縁部の複数箇所には取付部が形成され、これら複数の取付部を通してビス
が遊技ユニット装着部８０の後側開口部の周縁部に締め付けられることで、後カバー体１
５８が取外可能に装着されるようになっている。
　そして、遊技ユニット装着部８０の後側開口部に後カバー体１５８が装着された状態に
おいて、その後カバー体１５８の後壁と収納ボックス１５０の収納ボックス１５０との間
には、第１接続線束９２ａ、第２接続線束９３ａ及び第３接続線束９６ａが配線される空
間部が構成されるとともに、第１接続線束９２ａ、第２接続線束９３ａ及び第３接続線束
９６ａを露出させることなく覆うようになっている。
　また、図５に示すように、後カバー体１５８は、その下部において払出制御基板１８７
の少なくとも第３接続線束９６ａの端末コネクタ９６ｂが接続されるコネクタ接続部を覆
う大きさに形成されている。
　また、後カバー体１５８の後壁には多数の放熱孔が必要に応じて貫設される。
　また、本体枠７０に対し後カバー体１５８は、錠装置等によって施錠されたり封印手段
によって封印されて管理されることが不正行為の点において望ましい。
【００６３】
［本体枠と遊技ユニットの配線接続について］
　図２２のブロック図に示すように、交流電源は分電基板を経て電源基板１８２に流れ、
電源基板１８２で直流電力に変換されて払出制御基板１８７に供給される。また、交流電
源は分電基板及び球貸機中継基板を経て球貸機２００に供給される。
　払出制御基板１８７には、各種検出器からの信号や主制御基板１２１からの信号が伝達
される。
　主制御基板１２１は遊技の全体を制御し、周辺制御基板１２６は周辺機器を制御する。
　主制御基板１２１には、開閉扉２１の球投入ボタン４０、始動レバー４１、第１～第３
ストップボタン４２、４３、４４の各操作信号、球取込装置３０の取込信号等が操作中継
基板４８、主中継基板１４１を介して伝達される。
　これに基づいて、主制御基板１２１は機械式図柄回転装置１１０を制御するとともに、
周辺制御基板１２６に遊技に関する信号を伝達する。
　また、主制御基板１２１は、球取込みや払い出しに関する外部信号を外部情報・払出中
継基板９４を介して外部端子板に伝達し、その外部端子板に伝達された信号は、例えばホ
ールコンピュータに伝達する。さらに、主制御基板１２１は、賞球に関する信号を外部情
報・払出中継基板９４を介して払出制御基板１８７に伝達する。
　主制御基板１２１からの遊技に関する信号を受けた周辺制御基板１２６は電気式表示器
１３１の表示制御基板１３３に信号を伝達し、電気式表示器１３１に遊技演出に関する動
画が表示される。さらに、周辺制御基板１２６は、扉装飾駆動基板４７に接続されたラン
プ基板３７、トップランプ基板３９、左右のスピーカ３８及び低音スピーカ１９５を作動
制御する。
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【００６４】
［実施例の作用効果について］
　次に、前述したように構成されたこの実施例に係る遊技機の作用効果を説明する。
　まず、開閉扉２１の球投入ボタン４０を操作する。すると、その信号が操作中継基板４
８、主中継基板１４１を介して主制御基板１２１に伝達される。
　すると、球取込装置３０の球取込用モータ３５が作動され、駆動軸と共に、前後の両球
取込回転体３３が一方向に回転駆動される。
　前後の両球取込回転体３３の一方向の回転による球取込作用によって、前後二列の球取
込路３２内のパチンコ球が取り込まれ、その後、取り込まれたパチンコ球Ｂが前後二つの
球検出器３６を通過して機外に排出される。
　前後二つの球検出器３６によって検出されたパチンコ球Ｂの合計の数が、賭け数に応じ
たパチンコ球Ｂの数に達して取り込まれたことを条件として、球取込用モータ３５が停止
される。
【００６５】
　また、前後二つの球検出器３６によって検出されたパチンコ球Ｂの合計の数が、賭け数
に応じたパチンコ球Ｂの数に達して取り込まれたことを条件として、始動レバー１４１を
手動操作することで、機械式図柄回転装置１１０の複数の図柄表示回転体１１１の回転が
始動する。
　ここで、複数の図柄表示回転体１１１に対応する第１～第３のストップボタン４２、４
３、４４をそれぞれ個別に操作して、複数の図柄表示回転体１１１の回転を停止させるこ
とによって１ゲームのスロット遊技が行われる。この際、電気式表示装置１３０の電気式
表示器１３１の表示面には、遊技の進行に応じて、例えば動画によって遊技演出が表示さ
れたり、図柄が変動表示される。
　そして、開閉扉２１の主開口窓２３を透して視認される表示部に複数の図柄表示回転体
１１１が予め設定された当たり図柄列を表示して停止したときに、球払出装置１６６の払
出モータが作動され、球払出部材（回転体）が駆動される。これによって、所定数のパチ
ンコ球が球払出装置１６６の払出口から連絡通路部材２９の連絡通路を経て球受け皿２６
に払い出される。
【００６６】
　さて、本体枠７０の遊技ユニット装着部８０に遊技ユニット１００を装着する場合、遊
技ユニット装着部８０の側開口から、遊技ユニット１００が、その収納ボックス１５０に
おいて嵌込まれ、その後、上下の留め具９５の係止部によって係止される。
　さらに、図１０に示すように、遊技ユニット１００の後側の中継基板ケース１４０の留
め具１４８が遊技ユニット装着部８０の後塞ぎ壁８７の凹部８８の係止孔に挿入され、そ
の留め具１４８の先端の蝶ナット状の操作部１４９が略９０度回動されることで、中継基
板ケース１４０が固定され、これによって遊技ユニット装着部８０に対する遊技ユニット
１００の装着作業が完了する。
【００６７】
　前記したように、遊技ユニット装着部８０の前側開口部から遊技ユニット１００が嵌込
まれる動作によって、ユニット側コネクタと本体側コネクタとが接続される。
　前記とは逆に、遊技ユニット装着部８０に対し遊技ユニット１００を前方に引き出して
取り外す動作によって、ユニット側コネクタと本体側コネクタとを外すことができる。
　このため、ユニット側コネクタと本体側コネクタとを手作業によって接続したり外した
りする手間が不要となる。
【００６８】
　この実施例において、遊技ユニット装着部８０の前側開口部から遊技ユニット１００が
嵌込まれる動作によって、ユニット側コネクタとしての第１コネクタ１４３、第２コネク
タ１４４及び第３コネクタ１４５と、本体側コネクタとしての第１コネクタ９２、第２コ
ネクタ９３及び第３コネクタ９５とがそれぞれ略同時に接続される。
【００６９】
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　図２２に示すように、対をなす第１コネクタ９２、１４５の接続によって、周辺中継基
板１４２と扉装飾駆動基板４７とが第１接続線束９２ａによって接続され、これによって
、遊技ユニット１００の制御基板としての周辺制御基板１２６と、本体側の電気機器とし
ての開閉扉２１のランプ基板３７、トップランプ基板３９、左右のスピーカ３８及び本体
枠７０の低音スピーカ１９５が接続される。
　また、対をなす第２コネクタ９３、１４４の接続によって、主中継基板１４１と操作中
継基板４８とが第２接続線束９３ａによって接続され、これによって、遊技ユニット１０
０の制御基板としての主制御基板１２１と、本体側の電気機器としての開閉扉２１の球投
入ボタン４０、始動レバー４１、第１～第３ストップボタン４２、４３、４４及び球取込
装置３０が接続される。
　また、対をなす第３コネクタ９５、１４５の接続によって、主中継基板１４１と外部情
報・払出中継基板９４と接続される。そして、外部情報・払出中継基板９４及び第３接続
線束９６ａによって、遊技ユニット１００の制御基板としての主制御基板１２１と、本体
側の制御基板としての本体枠７０の払出制御基板１８７とが接続されると共に、外部情報
・払出中継基板９４と第４接続線束９７ａによって、主制御基板１２１と外部端子基板１
５７とが接続される。
【００７０】
　前記とは逆の手順で操作して、遊技ユニット装着部８０に対し遊技ユニット１００を前
方に引き出して取り外す動作によって、ユニット側コネクタとしての第１コネクタ１４３
、第２コネクタ１４４及び第３コネクタ１４５と、本体側コネクタとしての第１コネクタ
９２、第２コネクタ９３及び第３コネクタ９５とをそれぞれ略同時に外すことができる。
　このため、対をなす第１コネクタ１４３、第２コネクタ１４４及び第３コネクタ１４５
と第１コネクタ９２、第２コネクタ９３及び第３コネクタ９５とを手作業によって接続し
たり外したりする手間が不要となる。
【００７１】
　また、本体側コネクタとしての第１コネクタ９２、第２コネクタ９３及び第３コネクタ
９５は、本体枠７０と一体成形された後塞ぎ壁８７の前側に設けられることで、その後塞
ぎ壁８７によって覆われるとともに、後塞ぎ壁８７と第１コネクタ９２、第２コネクタ９
３及び第３コネクタ９５との間に設けられた配線空間に、各コネクタから延出された第１
接続線束９２ａ、第２接続線束９３ａ及び第３接続線束９６ａが挿通される。
　このため、本体側コネクタとしての第１コネクタ９２、第２コネクタ９３及び第３コネ
クタ９５の後側部や第１接続線束９２ａ、第２接続線束９３ａ及び第３接続線束９６ａを
本体枠７０と一体成形された後塞ぎ壁８７によって覆って保護することができ、各コネク
タ部分や第１接続線束９２ａ、第２接続線束９３ａ及び第３接続線束９６ａに対する不正
基板の接続等の不正行為を防止することができる。
　仮に、本体枠と別体に後塞ぎ壁が形成されて本体枠の遊技ユニット装着部の後側開口部
にビス等によって取り付けられた場合には、後塞ぎ壁が取り外された状態で、本体側コネ
クタの部分や接続線束に不正基板が接続されて不正行為がなされることが想定される。
　これに対し、後塞ぎ壁８７を本体枠７０と一体成形することで、後塞ぎ壁８７を取り外
すことができないため、コネクタ部分や第１接続線束９２ａ、第２接続線束９３ａ及び第
３接続線束９６ａに対する不正基板の接続等の不正行為を良好に防止することができる。
【００７２】
　例えば、この実施例において、遊技ユニット１００の主制御基板１２１に接続される主
中継基板１４１の第３コネクタ１４５と、外部情報・払出中継基板９４の第３コネクタ９
５とのコネクタ接続部分及び外部情報・払出中継基板９４と、本体枠７０側の払出制御基
板１８７とを接続する第３接続線束９６ａに対する不正基板の不測の接続を防止すること
ができる。このため、本体枠７０側の払出制御基板１８７に対し不正信号が伝達されて球
が不正に払い出される不正行為を防止することができる。
　また、遊技ユニット１００の主制御基板１２１に接続される主中継基板１４１の第２コ
ネクタ１４４と、本体枠７０側の回路基板としての開閉扉２１の操作中継基板４８の第２



(17) JP 2007-29438 A5 2008.8.7

コネクタ９３とのコネクタ接続部分及び第２接続線束９３ａに対する不正基板の不測の接
続を防止することができる。
　これによって、主中継基板１４１を介して主制御基板１２１に不正信号が伝達されるこ
とを防止することができるため、球取込装置３０によって球が取り込まれたことを条件と
して遊技（始動）が可能な遊技機において、球の取り込みが行われない状態で遊技が不正
に行われる不正行為を防止することができる。
【００７３】
　また、この実施例において、本体枠７０と一体成形された後塞ぎ壁８７にコネクタ支持
体９１を取り付ける前に、コネクタ支持体９１の貫通孔９１ａ、９１ｂに、第１、第２コ
ネクタ９２、９３の後側部を嵌込んで取り付けるとともに、コネクタ支持体９１の貫通孔
９１ｃの後側から外部情報・払出中継基板９４の第３コネクタ９５を嵌込んで外部情報・
払出中継基板９４を取り付ける。
　これによって、コネクタ支持体９１に、第１、第２コネクタ９２、９３及び外部情報・
払出中継基板９４の第３コネクタ９５を位置決めしかつ各前側部をコネクタ支持体９１の
前面から前方に向けて突出されることができる。
　そして、第１、第２コネクタ９２、９３の後側部から第１、第２接続線束９２ａ、９３
ａを延出させ、外部情報・払出中継基板９４の基板コネクタ９６、９７から第３、第４接
続線束９６ａ、９７ａをそれぞれ延出させた状態で、後塞ぎ壁８７の前側に配線空間を隔
てコネクタ支持体９１を取り付けることができる。
　これによって、配線空間に対する第１、第２接続線束９２ａ、９３ａ及び第３、第４接
続線束９６ａ、９７ａの配線を自動的に行うことができるとともに、後塞ぎ壁８７の前側
に対する本体側コネクタとしての第１、第２コネクタ９２、９３及び外部情報・払出中継
基板９４の第３コネクタ９５の取り付けを容易化することができる。
【００７４】
　仮に、本体枠７０と一体成形された後塞ぎ壁８７に、第１、第２コネクタ９２、９３及
び外部情報・払出中継基板９４の第３コネクタ９５をそれぞれ個別にかつ直接に取り付け
る場合、本体枠７０の後塞ぎ壁８７や同本体枠７０の一部がコネクタ取付作業の妨害物と
なる場合がある。
　これに対し、本体枠７０（後塞ぎ壁８７）とは別体のコネクタ支持体９１に、第１、第
２コネクタ９２、９３及び外部情報・払出中継基板９４の第３コネクタ９５を一括して取
り付けた後、後塞ぎ壁８７の前側に配線空間を隔てコネクタ支持体９１を取り付けること
によって、後塞ぎ壁８７の前側に、第１、第２コネクタ９２、９３及び外部情報・払出中
継基板９４の第３コネクタ９５を容易にかつ正確に配置することができ、後塞ぎ壁８７の
前側に複数のコネクタを配置する場合において効果が大きい。
【００７５】
　また、この実施例において、本体枠７０の遊技ユニット装着部８０の後側開口部には、
その後側開口部を後塞ぎ壁８７と協働して塞ぐ後カバー体１５８がビス等によって装着さ
れ、遊技ユニット装着部８０に装着された遊技ユニット１００の後側と後カバー体１５８
との間の空間部に第１、第２及び第３接続線束９２ａ、９３ａ、９６ａが配線されるよう
になっている。
　このようにして、後塞ぎ壁８７と後カバー体１５８との協働によって遊技ユニット装着
部８０の後側開口部が合理的に塞ぐことができるとともに、後塞ぎ壁８７によってコネク
タ接続部を覆って保護し、後カバー体１５８によって第１、第２及び第３接続線束９２ａ
、９３ａ、９６ａを覆って保護することができる。このため、第１、第２及び第３接続線
束９２ａ、９３ａ、９６ａに対する不正基板の接続等の不正行為を良好に防止することが
できる。
【００７６】
　また、後カバー体１５８は、主制御基板１２１と払出制御基板１８７とを接続する第３
接続線束９６ａを露出させることなく覆うとともに、払出制御基板１８７の少なくとも第
３接続線束９６ａの端末コネクタ９６ｂが接続されるコネクタ接続部を覆うことで、払出
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制御基板１８７に対する不正行為をより一層良好に防止することができる。
【００７７】
　また、第１、第２及び第３接続線束９２ａ、９３ａ、９６ａがフラットケーブルによっ
てそれぞれ構成されることで、第１、第２及び第３接続線束９２ａ、９３ａ、９６ａがバ
ラツクことなく整然と配線することができる。
　また、仮に、第１、第２及び第３接続線束９２ａ、９３ａ、９６ａに不正基板が接続さ
れたとしても、その不正基板の発見が容易となる。
　すなわち、第１、第２及び第３接続線束９２ａ、９３ａ、９６ａが複数の単線の寄せ集
めによって構成される場合には、その複数の単線の内に不正基板が隠された状態で接続さ
れることがあり、不正基板の発見が困難となるが、フラットケーブルによって第１、第２
及び第３接続線束９２ａ、９３ａ、９６ａが構成されることで、不正基板の発見が容易と
なり、不正行為の防止に効果が大きい。
【００７８】
［他の実施例について］
　なお、この発明は前記実施例に限定するものではない。
　例えば、前記実施例において、遊技ユニット１００は、機械式図柄回転装置１１０、電
気式表示装置１３０、主制御基板１２１を有する主制御基板ボックス１２０、周辺制御基
板１２６を有する周辺制御基板ボックス１２５、中継基板１４０を有する中継基板ケース
１４０及び収納ボックス１５０を備えて構成される場合を例示したが、電気式表示装置１
３０は必要に応じて装着すればよい。
【００７９】
　また、本体枠７０の前側に開閉可能の装着される開閉扉２１を上下に分割構成し、上の
開閉扉に機械式図柄回転装置１１０に対応する開口窓を形成し、下の開閉扉に球投入ボタ
ン（掛け数設定ボタン）４０、始動レバー４１、第１～第３のストップボタン４２、４３
、４４を手動操作可能に配置してもよい。
　また、本体枠７０の前側上部に開閉扉を開閉可能に組み付け、その開閉扉の下方に位置
する本体枠７０の前側部分に操作部を設け、その操作部に球投入ボタン（掛け数設定ボタ
ン）４０、始動レバー４１、第１～第３のストップボタン４２、４３、４４を手動操作可
能に配置してもよい。
【００８０】
　また、前記実施例においては、本体枠７０の後塞ぎ壁８７とは別体にコネクタ支持体９
１を形成して後塞ぎ壁８７の前側に配線空間を隔てて取り付けたが、本体枠７０の後塞ぎ
壁８７の前面にコネクタ支持体としての装着用のボス部を一体成形することも可能である
。
　また、前記実施例においては、パチンコ球を用いてスロット遊技を行う遊技機である場
合を例示したが、球受け皿のパチンコ球を球発射装置によって遊技盤の遊技領域に発射さ
せ、その遊技盤に対し遊技に関する遊技装置としての各種入賞装置、役物装置等が装着さ
れて遊技ユニットが構成されたパチンコ機であってもこの発明を実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】この発明の実施例に係る遊技機を前方から示す斜視図である。
【図２】同じく外枠に対し本体枠が開放された状態を前方から示す斜視図である。
【図３】同じく本体枠に対し開閉扉が開放された状態を前方から示す斜視図である。
【図４】同じく遊技機の正面図である。
【図５】同じく遊技機の背面図である。
【図６】同じく遊技機の側面図である。
【図７】同じく球取込装置を示す斜視図である。
【図８】同じく球取込装置の正断面面である。
【図９】同じく本体枠の遊技ユニット装着部に遊技ユニットが装着された状態を前方から
示す斜視図である。
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【図１０】同じく本体枠の遊技ユニット装着部に遊技ユニットが装着された状態を後方か
ら示す斜視図である。
【図１１】同じく本体枠を前方から示す斜視図である。
【図１２】同じく本体枠を後方から示す斜視図である。
【図１３】同じく遊技ユニットの構成品を分離して示す斜視図である。
【図１４】同じく遊技ユニットの機械式図柄回転装置と電気式表示装置の装着状態を後方
から示す斜視図である。
【図１５】同じく遊技ユニットの機械式図柄回転装置と制御基板ボックスとが収納ボック
スによって一括的に収納された状態を後方から示す斜視図である。
【図１６】同じく本体枠の遊技ユニット装着部に遊技ユニットが装着された状態を示す側
断面図である。
【図１７】同じく本体枠の遊技ユニット装着部に遊技ユニットが装着された状態を示す平
断面図である。
【図１８】同じく本体枠の後塞ぎ壁の前側に取り付けられるコネクタ支持体にコネクタが
配置された状態を示す正面図である。
【図１９】同じく図１８のＸＩＸ－ＸＩＸ線に基づく平断面図である。
【図２０】同じく第１、第２接続線束が本体枠の配線孔の後側から挿通された状態を示す
背面図である。
【図２１】同じく第３接続線束の端末コネクタが払出制御基板の基板コネクタに接続され
た状態を示す背面図である。
【図２２】同じく本体枠と遊技ユニットの配線接続を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１０　外枠
　２１　開閉扉
　７０　本体枠
　８０　遊技ユニット装着部
　８７　後塞ぎ壁
　９１　コネクタ支持体
　９２　第１コネクタ
　９２ａ　第１接続線束
　９３　第２コネクタ
　９３ａ　第２接続線束
　９４　外部情報・払出中継基板
　９５　第３コネクタ
　９６ａ　第３接続線束
　１００　遊技ユニット
　１０２　回転体収納フレーム
　１１０　機械式図柄回転装置
　１１１　図柄表示回転体
　１２０　主制御基板ボックス
　１２１　主制御基板
　１２５　周辺制御基板ボックス
　１２６　周辺制御基板
　１３０　電気式表示装置
　１３１　電気式表示器
　１４３　第１コネクタ
　１４４　第２コネクタ
　１４５　第３コネクタ
　１６６　球払出装置
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　１８６　払出制御基板ボックス
　１８７　払出制御基板
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